
総件数 327件(－9)

死　亡 2件 (＋1)

重　傷  8件 (－3)

軽　傷 317件 (－7)

こども 26人(＋6)

若　者 61人（－3)

一　般 224人 (-23)

高齢者 63人 (＋4)

歩行者 54人(＋12)

自転車 60人(±0)

原　付 22人（±0)

自　二 18人（＋1)

四　輪 220人(－31)

その他 0人(±0)

年齢層別死傷者数

当事者別死傷者数

人身事故件数　
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出合頭 右左折 横断中 単独 正面

学区別路線別

時間帯別

事故類型

記載以外の場所、時間帯であっても、速度取締りを実施する場合があります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を

得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を

使用したものである。（承認番号　平20業使、第589号）

交通事故発生状況
R7.１～R7.12

瀬戸警察署管内の事故の特徴

①幡山西、長根、幡山東、にじのお
か学区で事故が多発しています。
②交差点における事故が多発してい
ます。

③通勤通学の７－８時台、帰宅時間

帯の17－18時台に事故が多発して

います。

瀬戸警察署

～その他の交通指導取締要点～
〇事故多発の朝夕の時間帯、交通量の多い昼間時間帯を中心とした取締りを強化します。
〇高齢者や子供等の交通弱者の安全を確保するため、人身事故に直結する横断歩行者妨害・一時不停止を
中心とした交差点での取締りを実施します。

〇飲酒事故防止のため、飲酒運転の取締りを強化します。

※記載以外の場所、時間帯であっても

速度取締りを実施する場合があります。

死亡事故

国道155号

市道

※令和元年から令和３年は発生なし

事故多発地点

事故多発地点

速 度 取 締 指 針

事故多発地点

県道瀬戸大府東海線

国道363号

県道瀬戸環状線

出典：国土地理院発行　標準地図
国道155号

重点路線等 地域

国道１５５号 山口町地内 7:00 ～ 19:00

国道３６３号 上品野町地内 7:00 ～ 19:00

県道瀬戸環状線 窯町地内 7:00 ～ 19:00

県道瀬戸大府東海線 幡西町地内 7:00 ～ 19:00

市道 共栄通地内 7:00 ～ 19:00４０　km/h

規制速度 重点取締時間帯
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